
（案） 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に関する 

駐車場対策協議会 設立趣意書 

 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京 2020 大会」と

いう。）は、世界有数の成熟都市で開催される大会であり、大会関係車両や観客の

交通需要の影響による道路、鉄道等の混雑が想定されている。このため、東京 2020

大会の開催に当たっては、安全で円滑な大会輸送の実現と経済活動の安定を両立す

ることが必要不可欠である。 

 大会輸送においては、選手等の大会関係者は専用のバスや乗用車により移動し、

観客等は公共交通機関を利用して移動していただく計画であり、大会時の交通混雑

緩和に向けて、国、東京都、東京 2020 組織委員会に加え、経済界等も一体となっ

た交通需要マネジメント（ＴＤＭ）の推進に取り組んでいる。 

会場周辺においては、交通渋滞や事故等の要因となる空き駐車場を探して移動す

る「うろつき交通」をなくす対策が必要である。このため、時間貸し駐車場を管理

運営する民間事業者と連携した駐車場対策の取り組みを検討することが必要とな

っている。 

 東京 2020 大会時のうろつき交通等の防止や自動車交通量の抑制に向け、会場周

辺の駐車場を計画的にマネジメントし、交通の円滑化や安全性の確保を図るため、

必要な検討と調整を行うことを目的として、東京 2020 オリンピック・パラリンピ

ック競技大会に関する駐車場対策協議会を設立するものである。 
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東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会に関する 

駐車場対策協議会 規約 

 

 

（名称） 

第１条 本会は、「東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会に関する駐車場対策

協議会」（以下「協議会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京 2020

大会」という。）における会場周辺の駐車場を計画的にマネジメントし、交通の円滑化や

安全性の確保を図るよう、必要な検討と調整を行うことを目的とする。 

 

（検討調整事項） 

第３条 協議会は、次の事項について検討、調整等を行う。 

一 東京 2020大会に向けた駐車場対策に関すること 

二 利用者への広報や情報提供に関すること 

三 その他必要な事項 

 

（構成） 

第４条 協議会の委員は、別紙の委員で構成する。 

２ 委員の追加、変更は、協議会の承認を得るものとする。 

 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、第３条に定める事項が終了するまでとする。 

 

（ワーキンググループの設置） 

第６条 協議会の事務を円滑に遂行するため、ワーキンググループを設置する。 

２ ワーキンググループ委員は、事務局で定めるものとする。 

 

（守秘義務） 

第７条 委員は、審議で知り得た内容、個人情報など公開することが望ましくない情報を

漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。 

 

（会議の公開） 

第８条 協議会は、原則公開とする。 

２ ワーキンググループによる会議及び配布資料、議事については、非公開とすることが
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できるものとする。 

３ これにより難い場合は、協議会に諮った上で決定する。 

 

（事務局） 

第９条 事務局は、国土交通省道路局企画課、東京都オリンピック・パラリンピック準備

局大会施設部輸送課、東京都都市整備局都市基盤部街路計画課、公益財団法人東京オリ

ンピック・パラリンピック競技大会組織委員会輸送局に置く。 

 

（その他） 

第１０条 この規約に定めのない事項等は、委員に諮った上で決定する。 

 

附則 

この規約は、令和元年 5月 31日から施行する。 



 
別紙 

 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に関する 

駐車場対策協議会 委員名簿 

 

委員 所属・役職等 備考 

村山 一弥 国土交通省道路局企画課長  

日下 真一 警察庁交通局交通規制課長  

佐久間 巧成 東京都ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ準備局輸送担当部長  

山下 幸俊 東京都都市整備局都市基盤部長  

中木 文行 
タイムズ２４株式会社 取締役専務執行役員 

法人営業本部長 
 

片岡 純市 
三井不動産リアルティ株式会社 常務執行役員 

シェアリング事業本部長 
 

永田 哲郎 一般社団法人東京駐車協会 常務理事  

蓮見 有敏 
公益財団法人東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会組織委員会 

輸送局道路戦略担当部長 
 

 

（敬称略） 

 













東京2020大会の交通マネジメントに関する提言のまとめ（案）

１．本提言のまとめ（案）の位置づけ

一般交通に大会関係車両が加わる
ことで交通状況は厳しくなる見通し
であり、首都高の渋滞は現況の２倍
近くまで悪化。

３．東京2020大会の輸送を安全・円滑に行うための基本的な考え方

【交通と輸送の関係】

１）より良い交通環境下における大会輸送と都市活動の両立

全ての市民と関係機関の理解と協力の下、障がい者や高齢者、外国人など多様な人々

にも対応したより良い交通環境を整備するとともに、大会関係者や観客の円滑な輸送

と、物流を含めた都市活動の安定の両立を図る。

２）交通需要マネジメント(Travel Demand Management(TDM))

道路や公共交通の利用者に対し、充実した情報の提供など様々な手段で働きかけ、交

通需要を適切に抑えた賢い交通行動を促進する。

３）道路の交通システムマネジメント(Traffic System Management(TSM))

道路交通に関するあらゆる技術・制度・手法を駆使しつつ、交通の需給関係を高度に

管理する効率的な交通システムマネジメントを案出、実施する。

４）公共交通輸送マネジメント

公共交通（鉄道）の輸送力の確保、観客の需要分散・平準化、一般利用者の需要分

散・抑制（TDM）を効果的に組み合わせ、安全・円滑な観客輸送を実現する。

５）入念な準備と柔軟な対応

事前の機会を最大限活用して試行運用を行い、輸送運営について必要な調整や見直し

をするとともに、期間中においても柔軟な対応を行う。

６）レガシーの提起と継承

総合的かつ先端的な交通マネジメントを展開し、大都市を始めとする将来の都市交通

に関するレガシーを世界に向けて提起、継承する。

＜大会関係車両の走行による1台当たり渋滞損失時間の増加＞

観客の利用等を要因として、会場
周辺駅や近傍路線を中心に局所的な
混雑が発生。

東京2020大会における大会関係者及び観客の安全で円滑な輸送と、物流を含めた
都市活動の安定との両立を図ることを目的とした交通マネジメントの指針とする。

【高速道路の渋滞は現況の２倍近くに】

【鉄道にも局所的な混雑が発生】
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２．何も交通対策を行わなかった場合

大会期間中の道路交通及び公共交通において、何も対策を行わなかった場合
の交通環境は以下のように想定。

・物流車両の増加：大会関係物流、大会開催に伴う物流 等
・一般車両の増加：観客の滞在に伴うバス・タクシー・レンタカーの利用、

地方からの流入 等

関係機関が協力して適切な交通マネジメントを行い、多くの企業や市民の理解
と協力を得ることで良好な交通環境が創出される。これにより、信頼性の高い大
会輸送と都市活動の両立を図る。

【更なる増加要因など】
※首都高速道路を走行する車両を対象としたシミュレーション

結果（大会の同時期（7月）の金曜日を想定）

４．大会期間中の実施目標の設定

○道路交通では、以下により良好な交通環境の実現を目指す。
・一般交通

東京圏の広域における一般交通について、大会前の交通量の一律10％減
を目指す。特に重点取組地区※1については、出入りする交通量の30%減
を目指す。

・首都高速道路における交通量の更なる減
東京圏のオリンピック・ルート・ネットワーク（ORN）の基幹をなす首
都高速道路については、交通量を最大30％減とすることで、休日並みの
良好な交通環境を目指す。

（TDM及び追加対策等により実現）

○公共交通（鉄道）は、局所的な混雑への対応などにより、現状と同程度の安
全で円滑な運行状況を目指す。

首都高の通行台数（2018）
7月平日平均 110.1万台/日

7月休日平均 88.7万台/日
（日曜祝日）

大会同時期最大 117.7万台/日

渋滞･事故

の発生リスク

リスク大 リスク小

重点取組地区※1

において
30％減等

休日並みの

良好な

交通環境

の実現

TSMによる
局所的な対応

TDMにより
一律10%減

渋滞(20km/h以下)

混雑(20～40km/h)

非混雑(40km/h以上) ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾙｰﾄ・ﾈｯﾄﾜｰｸ

▲19％減

▲25％減※2

※2 大会関係車両及びその他需
要増を考慮し、大会同時期最
大交通量を休日平均並みにす
るには約30%減が必要

※1「競技会場が集中」「道路・
鉄道の混雑箇所を通過する交
通が多い」16地区（詳細はP3
参照）
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・企業が、企業活動への影響把握や、大会時に発生しうる混雑の回避策などの立案に
活用することを目的として、交通対策を行わない場合の大会輸送に関わる影響度を
示したマップ（道路、鉄道、会場周辺）を提供している。

＜大会輸送影響度マップの一例＞

東京2020大会の交通マネジメントに関する提言のまとめ（案）

５．交通需要マネジメント（TDM）

（１）経済界・業界団体等と一体となった更なるTDMの推進

大会の成功に向け、経済界・業界団体等並びに東京都、国、東京2020組織委
員会等、多様な主体が一体となり、ＴＤＭを推進していく。

※4 東京都は新しいワークスタイルや企業活動の東京モデルを「スムーズビズ」とし、東京2020大会の交通混雑
緩和に資する交通需要マネジメント（ＴＤＭ）とテレワークや時差Bizなどの取組を一体的に推進している。

東京2020公認プログラム※2を活用した取組

・業界団体によるＴＤＭ推進と所属企業
への取組促進（説明会の開催など）

企業の参画を促す取組
・ＴＤＭの取組に協力いただける企業を募

集し、ＨＰ等で登録を受付
・「説明会の開催案内、取組事例の提供」

「大会時の道路や鉄道への影響に関する
情報を提供」「ＨＰ等での企業名の公
表」等を実施

（80団体※3）

（約1,000社※３）

（２）企業や市民に向けた情報の発信

企業や市民には、大会開催に伴う影響などについてご理解いただき、混雑の回
避に向けた準備を進めていただく必要がある。このため適切な情報提供に努める
とともに、企業向け説明会の開催、取るべき対策（アクションプラン）の検討・
作成をコンサルタント派遣などの支援策も活用して進めていく。

呼びかけていくエリア（主に東京圏）

※3 2019.4.12現在

＜取組の今後の展開（スムーズビズ※4を含めたイメージ）＞

【アクションプランの作成に向けた働きかけ】

＜企業活動に伴う移動の種類と取組の方向性＞

【TDMの対策を検討する際の参考情報（大会輸送影響度マップ）の提供】

・大会時に想定される交通混雑を回避し、企業活動を維持するための方策をまとめたア
クションプランの作成に向け、個別相談やコンサルタント派遣などの支援を通じて働
きかける。

・取組項目の抽出、具体的な取組のボリュームや実施の確認方法の設定等、実践のス
テップを経て、確実な準備を促していく。

＜作成の手順＞

公共交通

交通手段

道路（車）

人
(従業員・顧客・関係者等)

移動の主体

物資
(商品・備品・書類等）

通勤

移動の種類

会議・打合せ・商談

私事（買物、レジャー等）

荷物発送（発荷主）

荷物受取（着荷主）

荷物運搬（物流業）

移動の量・回数
を減らす

取組の方向性

移動の時期・時間
をずらす

移動の場所・ルート
を変える

取組項目 内容（いつ、どのくらい） 取組推進の責任者/部署と
実施の確認方法◼時差出勤

◼フレックスタイム
◼テレワーク
◼休暇の計画的取得
◼期間中の移動回避
◼車利用の自粛
◼イベント実施時期変更

（イメージ）

取り組む事柄 内容 いつ どのくらい 責任者/部署 確認方法

Step1 Step2 Step3

- いつ
例：2019年1月,7月 以降検討中

- どのくらい
例：従業員 約50%

- 誰が（対象）
例：本社勤務従業員

（テレワークの一例）

2

・今後、より分かりやすい情報となるよう、影響が大きいエリア（臨海部等）の詳細情報
など、内容・機能の充実を図る。

首都高 一般道

【2020TDM推進プロジェクト※1の推進】

※2 様々な組織・団体がオリンピック・パラリンピックとつながりを持ちながら大会に向けた参画・機運醸成・
レガシー創出に向けたアクションが実施できる仕組みの一つ

※1 東京都・内閣官房・東京2020組織委員会が事務局となり、大会期間中の交通需要の低減を目指すプロジェ
クト

東京都

埼玉県
茨城県

千葉県

神奈川県

（この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。
（承認番号 平29情使、第1552号））

圏央道



東京2020大会の交通マネジメントに関する提言のまとめ（案）

【重点取組地区の実施目標】

「競技会場等が集中」「道路・鉄道の混雑箇所を通過する交通が多い」16地区に
おいて、交通需要の効果的な分散・抑制を図る。

（３）重点取組地区における集中的な働きかけ

（４）大会時の物流円滑化に向けた取組

物流についてはサプライチェーン全体での協力が必要であり、業種や業態毎の
特性にも配慮するとともに、大会物流による影響も考慮しながら、発・着荷主、
物流業も含めて、物流効率化、走行台数の低減に向けた取組を推進する。

時間指定、リードタイムの緩和
・時間指定や翌日納品で慣習化している部分がある
・輸出入で、複数の海外取引先があるが、前後半年～3か月をかけて少しずつコンテナ

量を調整すれば大会中の量を減らせる可能性がある
・小ロットのものを多頻度で配達しているが、在庫スペースがあれば頻度を減らせる可

能性がある
届け先での滞在時間の短縮など
・長時間待機、付帯作業、立ち合い検品などドライバーが届け先に長時間滞在し、結果

として走行台数が増え、空車の時間も増えている
・搬入・搬出の時間が読めるようになれば、車両が減らせる可能性がある
企業連携、共同物流の促進
・トラックの積載スペースが余っていることがある。プラットフォーム作りや連携の呼

びかけができると良い
・温度指定が同じ軽いものと重いものを混載する等、他の企業と共同で取り組むメリッ

トがある
＜物流関連企業ヒアリング等より＞

【荷主企業や運送業者等の問題意識（例）】

・営業時間の前倒し、在宅勤務、長期休暇取得の奨励

・大会前後の時期を活用した納品、在庫の調整

・メンテナンスの前倒し、メンテナンス頻度の低下の可能性を顧客へ事前に連絡、メン

テナンス要員の配置の見直し

・臨時の配送拠点・在庫スペースの設定（店舗駐車場等にコンテナを設置）

・営業時間外に配送するための臨時の納品方法の設定（納品場所の合鍵の貸与等）

・近隣店舗との共同荷受け

【ロンドン大会時の取組事例】

＜重点取組地区（16地区）＞ ＜取組推進スケジュール＞
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全体説明会

2020TDM推進プロジェクトや大会の影響
の周知等

2018年11月～

地区内の課題の共有、経済活動を維持
するための方策の提案
・交通集中の要因分析
・交通量を低減する取組メニュー

2019年2月～

アクションプランの作成支援
・個別企業等の2020アクションプラン

の作成・共有

2019年夏頃～

地区別説明会

【物流に関する取組メニュー（例）】

荷主企業の更なる理解促進
ドライバー不足をはじめとする「物流危機」と呼ばれる状態を是正し、大会期間中の

物流効率化を図るため、荷主企業へリードタイムの緩和など理解を求めていく
物流事業者の取組支援

関係省庁と一体となり、ベストプラクティスの紹介、先駆的な取組への後押しを促進
していく

【コミュニケーションの充実による取組の拡大・深度化】

・大会時の交通状況についての理解や混雑回避に向けた確実な準備の実施を促
すため、業界団体等の協力を得ながら企業向けの説明会や個別相談会の開催
を進める。（累計1,400社、約4,600人以上が参加（2019年4月時点））

・企業の担当者等とのコミュニケーションを行う中で得られる対策への意見や、
取り組む上での課題等を踏まえ、適宜取組内容の見直し・改善を図っていく
ことが重要である。

＜説明会での主な意見等＞

計画、対応に関する意見
・会社全体や協力会社を含め考える必要がある
・従業員の通勤努力はできそう
・ベイエリア発の物流の対策を考えたい
・荷物の輸送頻度を低下させたい
・運送のリードタイムを緩和してほしい
・試行時にトライすることも必要 等

対策に取り組む上での課題
・運転手不足で対策は容易でない
・東京港の混雑を危惧している
・荷主との協力体制をつくるのに時間がかかる
・規制の範囲や影響がわからない 等

＜取組拡大・深度化のための方策（例）＞

プロジェクト参画企業の拡大
◆経済団体・業界団体を通じた

呼びかけ・働きかけ
◆個別企業の直接訪問・依頼

取組の深度化
◆説明会・個別相談会の開催（全体・

地区別・業界別）
◆ハンドブック・ベストプラクティス
の紹介

◆支援事業（テレワーク・働き方改革
等）の案内・周知

◆コンサルティング

・重点取組地区に出入りする交通を30％程度低減
対象：重点取組地区に事業所がある、取引先がある企業など
（取組例） 鉄道：テレワーク・時差出勤・休暇の取得 など

道路：社用車の利用自粛、会議の時期変更、納品時期の調整 など

【物流効率化に向けた取組】

量・回数を減らす ：まとめ納品・発注、リードタイム延長、積載効率アップ等
時期・時間をずらす ：納品時期変更、夜間配送、時間指定変更（オフピーク）等
場所・ルートを変える：影響が大きいエリアを回避した走行ルートの設定等



６．交通システムマネジメント（TSM)

（１）TSMの役割と対応方針

• TSMはピーク時を中心として、対象路線の交通量が適正なレベルとなるよう

制御を行う。

【レギュラー時の対応】

【イレギュラー時の対応】

〇高速道路では、TDMの効果による状況に応じて、必要な量の流入調整を行う
①都心方向へ向かう経路上の本線料金所での開放レーン数の制限による通行

制限
②ORN上の混雑を解消するために効果的な入口の閉鎖

〇一般道では、大会専用レーン・優先レーンの設定、駐車対策、信号調整、会
場周辺での車両通行禁止等を現地の状況を踏まえ実施する

〇イレギュラー時にはレギュラー時の対応の強化に加え、本線車線規制、区間

通行止、高速道路の JCT方向別規制等を事象の内容や程度に応じて実施する

• TDMによる交通量の低減が少ない状況下では、TSMによる影響が増大する。

（２）実施イメージ

※これまでの検討により車線数が少なく分合流の多い都心部の高速道路で大会専用レーンを全面的に導入すると、JCT

などでは一般交通との交錯が避けられないことなどにより、一般交通へ深刻な影響が発生するのみならず、大会関係

車両にも遅滞をもたらす影響が生じることが確認されている。

東京2020大会の交通マネジメントに関する提言のまとめ（案）

4

＜交通量の多い時間帯のイメージ＞

※ 実施する対策は現地の状況によって異なる
※ TDMの効果や時間帯による交通状況の変化に応じて必要量の流入調整を行う
※ 一般道での対応は交通量が少ない時間帯と同様

TSMによる交通量のマネジメントを効果的に実施するには、その前提として、

TDMによる交通量低減が不可欠であり、TDMの効果等を踏まえ、状況に応じた

段階的・局所的なTSMを計画･実施する。 ＜流入調整のイメージ＞

〇TSMによる各種対策を状況に合わせて柔軟に実施することにより、交通需要の
時間的・空間的な集中を緩和し、オリンピック･ルート･ネットワーク（ORN）
の円滑な交通状況を維持する。

〇通常の状況であるレギュラー時のほか、「事故、自然災害等に伴う交通容量低
下や、他路線からの交通転換などの需要増により、ORNが本来の機能を発揮で
きない状況」をイレギュラー時と定義し、対応を行う。

交通量の多い
時間帯

交通量の少ない
時間帯

＜交通量の少ない時間帯のイメージ＞

※ 実施する対策は現地の状況によって異なる



＜局所的な混雑の状況＞

100 
113 113 112

62 

0

100
通
常
時
を
１
０
０
と
し
た
場
合

＜施策の効果（混雑発生区間数の変化）＞

【朝７～１０時】

昼時間帯は比較的輸送力に余裕があり、自動車利用からの一部シフトや観客
需要が加わっても、多くの箇所では必要な輸送力が確保されている。

しかし、輸送力の増強等により一定の混雑は解消されるものの、会場近傍な
ど一部の区間においては、局所的な混雑が残る。このような区間については、
会場ごとに、更なる「観客の需要分散・平準化施策」の検討が必要である。

７．公共交通輸送マネジメント

（１）３つの施策

5

⇒2019年秋時点の情報による需要推計に基づき、大会時の具体的なダイヤ策定

を鉄道事業者に依頼（日中時間帯の増発・終電後の延長運転等）

東京2020大会の交通マネジメントに関する提言のまとめ（案）

「輸送力の確保」「観客の需要分散・平準化」「一般利用者の需要分散・抑制」
の３つの施策を効果的に組み合わせ、安全・円滑な観客輸送を実現する。

混雑の激しい区間・時間帯を中心に、増発等の輸送力増強を図ることが必要

【輸送力の確保】

【観客の需要分散・平準化】

観客の需要分散・平準化については、引き続き具体的な施策実施に向け、ラス
トマイル※や会場等におけるオペレーションも含めた検討、準備が必要

⇒テストイベントやスポーツイベント等を対象に、分散施策の有無による入退場

分布の調査やアンケート調査等により効果検証のうえ、施策内容を具体化

【一般利用者の需要分散・抑制】

企業や市民への働きかけや重点取組地区における集中的な働きかけ等により、
交通需要の低減や分散を図ることが重要

対策①輸送力の確保 ：増発等の可能性があるものを全て実施したと仮定
対策②観客の需要分散･平準化：既存イベント事例等から、自由席による需要分散効果程度を仮定
対策③一般利用者の需要分散・抑制：10％の一般需要削減を仮定

（２）各施策の効果と今後の進め方

【朝ピーク時間帯】

【 昼時間帯】

〇 ３つの施策
・観客の需要分散・平準化の更なる推進が必要
・臨海部における観客需要への全体的な対策が必要
・TDM効果の反映を含めた需要推計及び大会輸送影響度マップの更新・機能付加
・３つの施策の効果を高める情報発信が必要
〇 その他
・円滑な旅客流動の確保（IC乗車券の利用推進、駅における案内サイン）
・一般利用者への影響の検証、必要な対策の検討

（４）今後の検討課題

（３）駅での対策（鉄道事業者等との連携）

《鉄道事業者との調整状況》
・ 朝ピーク時間帯は、ダイヤ、車両、要員を既に最大限活用しており増発の余地は少ない
・ 朝ピーク時間帯以外は、路線により増発等の対応の可能性あり

朝ピーク時間帯は広範囲で混雑が発生するが、輸送力増強の余地は少ない。こう
した中、観客に比べ一般利用者が多いことを踏まえて、観客の需要分散・平準化に
加え、ＴＤＭの取組が重要である。

○ 観客等の不慣れな利用者に起因する滞留等を防ぐための駅における具体的
な案内・誘導

○ 競技会場からの退場方法や駅までの観客誘導方法との連携も含めた駅毎の
具体的な運用検討

横浜国際総合競技場
（JR横浜線：東神奈川～小机）

4日間
90分/日

横浜スタジアム
（JR根岸線：関内～桜木町）

7日間
30分/日

42回→33回

16回→7回

5日間
30分/日

14回→9回

埼玉スタジアム2002
（埼玉高速線：浦和美園～東川口）

4日間
30分/日

6日間
30分/日

幕張メッセ
（JR京葉線：西船橋～南船橋）

2日間
30分/日

臨海エリア
（りんかい線：東京テレポート～大井町）

東京スタジアム
（京王線：調布～飛田給）

10時～17時
（昼時間帯）
19日間合計

霞ヶ関カンツリー倶楽部
（JR川越線：笠幡～川越）

8日間
150分/日

159回→114回

9回→6回

27回→4回

23回→4回

～図の解説～

・輸送力増強等（左ページ対策①②）の対策実施

後に、混雑率150％以上となる区間を赤色に着色

※ 自動車利用からの転換含む

観客の影響により
混雑発生区間数1３％増加

TDMで一般需要
の10％需要削減
ができた場合

７日間
30分/日

（ゆりかもめ：新橋～日の出）

105回→15回

5

混雑が発生する日数
時間（一日当たり）

対策による
混雑発生区間数の変化

左：対策を行わなかった場合

右：鉄道の増発等（対策①②)
を行った場合

～表の解説～

・各施策の実施を仮定した場合の混雑発生

区間数の変化を示す。

・混雑発生回数

東京圏の鉄道ネットワーク（駅間断面数：

約3,000）において、30分単位で駅間ごとに

混雑率を需要推計に基づき算出

混雑率150％以上となる区間数を「混雑発

生区間数」とした。

（オリンピック競技が行われる19日間の累計）

通常時
（一般利用者のみ）

大会時
（一般※＋観客）

対策① 対策①
＋対策②

対策①
＋対策②
＋対策③

赤色の区間の大会期間中の混雑
発生日数および混雑が継続する時間
（期間中の最大値）

※ラストマイル：競技会場周辺の観客利用想定駅と競技会場出入口
とを結ぶ観客が歩行するルート



東京2020大会の交通マネジメントに関する提言のまとめ（案）

11．その他

〇会場周辺地域等における駐車場対策、会場周辺における交通対策の検討
〇事故発生頻度を抑える交通事故防止対策の推進による確実なイレギュラー対応

の実現

（１）交通マネジメントの推進に併せ検討等が必要な事項

（２）将来の都市交通に関するレガシー

オリンピック・パラリンピックにおける安全で円滑な輸送と、都市活動の安定
との両立に向け交通マネジメントに取り組むことは、世界の潮流である。

行政、経済界、企業、そして市民一人一人が一体となって、総合的かつ先進的
な交通マネジメントを実現し、東京2020大会を成功に導いていく。

日本社会だからこそできる取組を世界に向け発信し、次の時代へのレガシーと
して継承していく。

①働き方改革や物流の効率化が実現し、持続的な経済発展が続く中で、交通の
時間的･空間的な集中を避けた上手な交通行動が、市民の理解と協力のもとに
実現された状態の定着

②道路･公共交通ネットワークに関する交通情報や取るべき行動を知らせる情報
提供、災害時等でも円滑な輸送が可能となるツールや体制の構築

③道路･公共交通ネットワークにおけるバリアフリー化、駅改良などの推進

6

９．交通マネジメント推進に向けた試行
大会までの様々な機会を捉え、交通マネジメントの実効性等の検証や、課題を

踏まえた改善策を検討し、必要な調整や見直しを着実に実施する。特に2019年
夏には大会本番を見据えた総合的なテストを実施する。

＜2019年夏の試行概要（案）＞

＜検証テーマ、試行結果の活用イメージ等＞

検証テーマ

交通低減量の把握・見込み

大会に向けた準備の
実態・取組意向

交通行動を変更する上で
の課題

調査方法

道路・鉄道に関する
各種交通データ把握

企業・モニターへの
アンケート

試行結果の活用イメージ

重点的な働きかけの対象の明確化

対象への有効なアプローチの実践

企業や一般市民への目標（大会本番）
の提示

追加対策の検討

取組事例集の展開

課題に対応した企業の支援策の展開

➡ 施策の効果・課題

➡ 企業や従業員の取組
意向・実績

８．道路交通に関する追加対策の検討

首都圏の都市活動・経済活動を支える大動脈であり、選手やメディア等の大会
関係者の輸送の基軸となる首都高の円滑な流動確保は重要である。

働きかけによるＴＤＭにより全体の交通量が減少した場合においても、首都高
の交通量が減りづらい傾向にあること、約1か月に及ぶ大会期間中に交通需要の
低減・分散の継続が必要であることなどを踏まえ、首都高の流動確保に向けた追
加対策の検討が必要である。

＜追加対策の検討の基本的な考え方＞

①大会輸送の円滑化 ⇒ 大会期間中に限定して適用
②都市活動の安定 ⇒ 代替手段の無い物流車両には基本的に適用しない

(物流車両の範囲は検討が必要)

＜首都高の流動確保策の例＞

料金施策
通行車両の制限

例1：ナンバープレート規制 例2：HOV※レーン
※High Occupancy Vehicle

（１）首都高での流動確保策

〇駐車場探しによるうろつき交通の抑制（駐車場の予約制の導入など）
〇イレギュラー時における現地対応（車線規制等）の強化

（２）一般道での対策

10．交通マネジメントに関する広報及び情報の共有

多くの企業や市民の理解を得て、大会を成功に導くためには、試行段階から、
大会時の交通状況や協力のお願いをわかりやすく、きめ細やかに隅々まで伝えて
いく広報戦略が必要
〇大会輸送や交通マネジメントに関する効果的な広報（大会輸送影響度マップ、

試行や大会を見据えたイベント開催、ＨＰによる情報提供に加えポスター・サ
イネージなどの活用）や迂回誘導を行う情報ツールの検討

〇大会時の交通関連情報の収集、モニタリング・情報共有体制の整備（大会関係
者や観客の安全・円滑な輸送実現のために総合調整を行う部署として輸送セン
ターを整備）

・大会本番並みの目標を掲げ、交通混雑緩和に向け
た取組を総合的にテストする期間を設定

・試行において検証を行った上で、必要な見直しを
実施

・オリンピック・パラリンピック競技大会の期間に
相当する期間を集中取組期間とし、企業等に重点的
な取組を依頼

・各社取組のピークを合わせるチャレンジウィーク
及びコア日には、効果測定を実施。ＴＳＭは大会時
と同等規模で数日試行する他、選手村～競技会場間
でのバス・フリート等の試走（コア日等）も予定

・さらに、大会までに実施されるテストイベントに
合わせた検証を実施



東京オリンピック・パラリンピック競技大会の
交通対策に向けた2019年夏の試行概要（案）について

資料５

東京都
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会



（１）試行期間

➢ 大会本番並みの目標を掲げ、交通混雑緩和に向けた取組を総合的にテストする期間を設定

➢ オリ・パラの期間に相当する期間を集中取組期間とし、企業等に重点的な取組を依頼

➢ 各社取組のピークを合わせるチャレンジウィーク及びコア日には、効果測定を実施

➢ TSMは大会時と同等規模で数日試行する他、選手村～競技会場間でのバス・フリート等の試走（コア日
等）も予定

1

集中取組期間① （7/22～8/2）

チャレンジウィーク（7/22～26）、コア日を設定

（参考） 全体平均で10%程度、重点取組地区を発着する交通について20～30％分散・抑制



2

（２）期間中企業に協力いただきたい取組（例）

交通手段

公共交通

道路
（自動車）

行動の種類移動の主体

人

（従業員・
顧客・

関係者等）

物資

（商品・
備品・
材料・
書類等）

取組（例）

通勤
鉄道 道路

テレワーク・時差出勤
鉄道 道路

会議・打合せ・商談
鉄道 道路

荷物発送
（発荷主）

道路

荷物受取
（着荷主）

道路

荷物運搬
（物流業）

道路道路

鉄道 道路

休暇取得
鉄道 道路

公共交通利用
道路

会議・打合せ・商談の
時期変更 鉄道 道路

納品時期の調整
（集中取組期間の前後） 道路

リードタイムの緩和・
まとめ発注 道路

会場周辺の駐車場利用の
抑制（予約専用化） 道路

私事（買物、レジャー等）
鉄道 道路

※業種などにより、上記項目などから選択して実践をお願いします。



集中取組期間①（ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ期間に相当） 集中取組期間②（ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ期間に相当）

◆大会時の交通混雑緩和のため、都庁自らが取り組む内容を「都庁2020アクションプラン」として策定

＜都庁2020アクションプランの取組内容（抜粋）＞

大会１年前の本番テストとして、今夏に各局でアクションプランの取組を大会時を想定して実施

取組項目 取組内容 （ いつ ・ どのくらい）

オフピーク通勤の実施 本庁職員の約半数(5,000人程度)が時差出勤・テレワーク等を実施

研修等の実施時期の変更 大会期間中に職員研修の実施を避けるよう研修計画を策定

庁有車利用の抑制 本庁・事業所全てで利用を控え、利用が必要な場合も高速道路等を避ける

備品・コピー用紙等の納品時期変更 大会前にまとめて納品し、本庁・事業所含む約900箇所への納品ゼロ

コピー用紙・ごみの削減 会議資料の電子化、ごみ搬出前・後倒しによりごみ総量約40％削減を目指す

都庁発注工事の調整[追加]
大会関係地域等で、工事の発注時期等を調整する。
（※その年に必要な工事を着実に実施することを前提）

※ 警視庁、東京消防庁を除く都庁全局が対象

通勤時など

鉄道混雑
を緩和！

臨海部など

道路混雑
を緩和！

※今後、取組の詳細を詰めていく

◆効果や課題等を検証し、大会開催時に向けた取組に反映

○庁有車利用を控える ○備品やコピー用紙等の納品ゼロ（前倒し）
○コピー用紙・ごみの削減 ○工事車両の出入り時間の調整など 等

○時差出勤・テレワーク等を実施（※集中取組期中は大会時と同程度の規模を想定して実施）

スムーズビズ推進期間

◆都庁の取組を企業に示し、アクションプランの作成・取組をお願いしていく

＜2019年夏の取組＞
日 月 火 水 木 金 土

7/14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 8/1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

9/1 2 3 4 5 6 7

※緊急の場合や業務上実施が不可欠な場合等は除く
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（３）「都庁2020アクションプラン」の取組概要



（４）検証テーマと調査方法（案）

①交通低減量の
把握・見込み

②大会に向けた
準備の実態・取組
意向

③交通行動を変更
する上での課題

検証テーマ 調査方法

A.道路に関するデータ
（断面交通量、旅行速
度、経路等）

トラカンデータ・プローブカーデータ（乗
用車・物流車両）等を活用。必要に応
じて現地実測調査を実施

B.鉄道に関するデータ
（駅利用者数、駅周辺
の流動、特定OD等）

駅改札データ・ビッグデータを活用。必
要に応じて現地実測調査を実施

C.企業（担当部署）
アンケート

経済団体・業界団体（プロジェクト登録
団体）に協力依頼し、事前アンケートを
実施。「大会時に取り組む予定」等と回
答した企業を対象に試行後の調査を
実施

D.モニターアンケート
鉄道・道路利用者の動態・意識動向・
目的等の把握を検討

4
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（５）テストイベントに合わせた検証（案）

参考：検証対象とするイベント（候補）

・以下のテストイベント等の中から複数選択し、検証を実施することを想定

①７／２３（水）～２８（日） バドミントン 【武蔵野の森総合スポーツプラザ】

②７／２５（木）～２８（日） バレーボール（ビーチバレーボール） 【潮風公園】

③８／７（水）～１１（祝） ボート 【海の森水上競技場】

④８／１４（水）～１６（金） ゴルフ 【霞ヶ関カンツリー倶楽部】

⑤８／１５（木）～１８（日） トライアスロン 【お台場海浜公園】

⑥８／２０（火）～２５（日） バスケットボール 【さいたまスーパーアリーナ】

⑦８／２５（日）～９／１（日） 柔道 【日本武道館】

⑧９／６（金）～９（月） 空手 【日本武道館】

⑨９／１５（日） 陸上競技（マラソン） 【明治神宮外苑】

⑩９／２０（金） ラグビーW杯 2019 開会式 【東京スタジアム】

検証内容（イメージ）

・テストイベント時の交通影響

・路上競技実施時のう回の発生状況

・交通量低減の集中的な呼びかけの効果

・物資の輸送のリードタイムや時間指定の緩和の効果

・選手村～会場間の円滑性確保を目指した本線料金所・入口の流入調整のテスト（交通量変化、

料金所上流での滞留、閉鎖入口周辺の混雑）

・鉄道駅混雑のマネジメント など
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（６）取組の促進方法（案）

➢ 2020ＴＤＭ推進プロジェクト参加企業や、関連する取組（テレワークデイズ2019、スムーズ

ビズ等）への参加企業等に対し、試行実施を呼びかける

➢ 関連主体と連携し、促進を図る

取組地域 地域の位置づけ 取組地域での呼びかけの方法

①概ね圏央道内側 都心部との往来が見込まれる広域的
な地域

各経済団体等への協力を依頼
→企業等に呼びかけ

②重点取組地区
（１６地区）

競技会場等が集中、道路・鉄道の混
雑箇所を通過する交通が多い地区に
おいて重点的な取組を実施

③特定のエリア
特有の課題を有するエリアにおいてさ
らに集中的な働きかけを行い、効果検
証を実施

街単位の企業で構成される
まちづくり協議会等と連携を想定

〈取組地域ごとの働きかけ方〉
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（７）アウトプットイメージ

取得事項 検証内容（案） 大会に向けた取組イメージ

②断面交通量の変化
（高速・一般道の混雑箇所等）

走行経路の変化
（乗用車・貨物車の動き）

改札通過人員（鉄道）
地区内滞在者数

③企業（総務・物流担当）
アンケート

・取組規模（メニューごとのおおよそ
の取組割合）
・大会時の取組意向
・取り組もうとしたができなかったこと、
取組規模拡大のための必要条件

④モニターアンケート

・目的・交通手段別の発着・経由地、
走行距離の変化、取組メニュー
・大会時の取組意向
・各メニューに取り組む上での課題

⑤一般利用者アンケート

・大会時の取組意向

a. 働きかけやお願いボリュームと
企業の取組規模の相関

人
の
動
き
・物
の
動
き
共
通
（鉄
道
・道
路
）

b. 取組規模が大きいエリアでの
交通量の減少量

c. 拡大試算 ： 上記の相関、取
組規模を他のエリアにあてはめ
た場合の全体の減少量等

d. 課題 ： 周知の不足、制度変
更・取引先との調整が間に合
わない、社内や業界の慣習
一般道への影響等

e. 取組メニューの実績

重点的な働きかけの対象の
明確化 （a・b・c・d）

企業や一般市民への目標（大
会本番）の提示 （c・d・e）

追加対策の検討 （ｃ・d）

取組事例集（ベストプラクティ
ス）の展開 （e・f）

課題に対応した企業の支援策
の展開 （d・ｇ）

対象への有効なアプローチの
実践 （a・b・e・f・g）

エリアごとの直接訪問、経済団体・
業界団体からの働きかけ、説明会、
コンサルティング等の組合せ

①働きかけの実績
（説明会、個別訪問等）

物
の
動
き
（道
路
（貨
物
））

f.荷主との対話を通じたリードタイ
ムや時間指定の緩和等に取り
組むことによる配送頻度や走
行台数の低減

g.サプライチェーンの中で関係者
が工夫すべき点、調整余地
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（８）試行の広報（案）

➢ 企業等を中心に、試行実施の周知及びＴＤＭへの協力呼びかけを行う

➢ 併せて、高速道路利用者を中心に、ＴＳＭ等の内容の事前周知を行う

➢ 関係機関と連携し、一体的な広報展開を目指す（テレワークデイズ2019、スムーズビズと

も一体的に展開していく）

媒体等（例） 想定内容

ＴＤＭ ＨＰ ・2020ＴＤＭ推進プロジェクトＨＰ等に掲載
※ＴＳＭの掲載ページ、業界団体ＨＰ等と相互リンクするように調整

ポスター、チラシ、サイネージ、
情報板

・駅、業界団体、企業、省庁、自治体等への配布、掲載を
調整

メール ・業界団体を通じて所属企業に呼びかけ
・プロジェクトのメーリングリストを通じて呼びかけ

イベント ・試行内容のＰＲ、参加企業の取組紹介 等

説明会等 ・重点取組地区・全体説明会でのお願い、個別企業訪問
・都外企業への呼びかけ

ＴＳＭ ＨＰ ・関係機関のＨＰ等への掲載を調整

ポスター、チラシ、情報板等 ・高速道路ＳＡ、ＰＡ等にて掲示・配布・掲載等を調整

横断幕 ・高速道路上の施設などへの添架等を調整

※行政機関、関係団体にも協力を要請
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参 考



 

 

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会に関する 

駐車場対策への協力のお願い 

 

国土交通省道路局 

東京都都市整備局 

東京都オリンピック・パラリンピック準備局 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 輸送局 

 

東京オリンピック・パラリンピック大会期間中の輸送対策については、

働きかけによるＴＤＭ（交通需要マネジメント）に加え、会場周辺など重点

的に交通を抑制するエリアにおいて、駐車場探しによるうろつきを抑える

ため事前予約システムの導入やパークアンドライドの促進などの対策が

必要です。 

 

 これらの対策の推進に当たっては、民間駐車場事業者等の取組が必

要不可欠であることから、ご協力をお願いします。 

  


